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議案第２０９号

福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年９月１０日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，青果市場の移転並びにこれに伴い西部市場及び東部市場を廃

止するとともに，市場施設の使用料の額を適正なものに改める等の必要があるによる。

福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例

　福岡市中央卸売市場業務条例（昭和４６年福岡市条例第５９号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表福岡市中央卸売市場青果市場の項中「博多区那珂六丁目」を「東区みなと香椎

三丁目」に，「９０,７２０」を「１４９,６９１」に改め，同表福岡市中央卸売市場西部市場の項及び福岡

市中央卸売市場東部市場の項を削る。

第３条第１項中

「福岡市中央卸売市場西部市場（以下「西部市場」という。）

　青果部　野菜，果実及びこれらの加工品並びに鳥卵

福岡市中央卸売市場東部市場（以下「東部市場」という。）

　青果部　野菜，果実及びこれらの加工品並びに鳥卵 」

を削る。

第６条中

「西部市場

　青果部　１

東部市場

　青果部　１」

を削る。

　第８条第１項中「１,２００万円」を「１,６００万円」に改め，

「西部市場

　青果部　３００万円以上６００万円以下

東部市場

　青果部　３００万円以上６００万円以下」

を削る。
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　第１１条に次の１項を加える。

２　預託すべき保証金の額が減額されたとき，その他既納の保証金の額が預託すべき保証金

の額を超えるときは，その差額に相当する額を返還するものとする。

　第１７条中「，西部市場，東部市場」を削る。

第４８条第７項第２号を次のように改める。

⑵　当該取引に係る物品の公正な価格形成を確保するために必要となる事項として規則で

定めるものが，当該取引に係る情報として提供されることが確実であること。

　第６７条第１項中「又は売買参加者」を「，売買参加者又は代払機関（仲卸業者又は売買参

加者が組織し，卸売業者に対して買受代金の代位弁済を行う者をいう。）」に改める。

　第７８条第１項中「別表第９」を「別表第７」に，「及び仲卸業者市場使用料」を「，仲卸業

者市場使用料及び別表第５コンビニエンスストア使用料の項に規定する売上割使用料」に改

める。

　別表第５を次のように改める。

別表第５

　青果市場施設使用料

第１９条第１項中「２８」を「３５」に改め，

「西部市場

　青果部　５

東部市場

　青果部　４」

を削り，「４６」を「４３」に改める。

種　　　　別 単　　　　位 金　　　　額

卸売業者売場使用料 １月１平方メートルにつき ２７０円

仲卸業者売場使用料 １月１平方メートルにつき ８１０円

事務室使用料 １月１平方メートルにつき ７８０円

関連事業所（コンビニエン

スストアを除く。）使用料

１月１平方メートルにつき ８４０円
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　別表第６及び別表第７を削り，別表第８を別表第６とし，別表第９を別表第７とする。

　　　附　則

　この条例は，規則で定める日から施行する。

コンビニエンスストア使用

料

面積割使用料（１月１平方

メートルにつき８４０円を乗

じて得た額をいう。以下同

じ。）に売上割使用料（売上

金額（消費税及び地方消費

税額を含む。）に１００分の３

を乗じて得た額のうち面積

割使用料の額に１００分の１０８

を乗じて得た額を超える額

をいう。）を加えて得た額

倉庫使用料 １月１平方メートルにつき ６３０円

買荷積込所使用料 １月１平方メートルにつき ４７０円

駐車場使用料 １月１台につき １１,１５０円

１月１平方メートルにつき ４７０円

１時間１台につき １００円

共同充電所使用料 １月１平方メートルにつき ５６０円

会議室

使用料

大会議室 １室１時間につき ４００円

小会議室 １室１時間につき ２００円

多目的室使用料 １室１時間につき ９００円

料理講習室使用料 １室１時間につき ６００円




